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名　
　

称

医
療
法
人
同
愛
会
副

島
病
院

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
大
財
一
丁
目
六
番

六
十
号

認　

定　

期　

限

平
成
二
〇
年
五
月
一

日
か
ら
平
成
二
三
年

四
月
三
〇
日
ま
で

備　
　

考

外
科
系
、
内
科
系
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別
表
の
創
業
支
援
貸
付
の
独
立
開
業
資
金
の
項
の
貸
付
対
象
の
欄
中
「な

ろ
う
と
す
る
者



�������������� � � � � �������������� �

路 

線 

名

県
道

佐
賀
脊
振
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一
本
黒
木
六
八
番
一
地
先

か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一
本
黒
木
六
九
番
一
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
五
・
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
�

（
」
の
次
に
「事

業
譲
渡
等
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
者
及
び

」
を
加
え
、
同
表
の
創
業
支

援
貸
付
の
創
業
資
金
の
項
の
貸
付
対
象
の
欄
中
「営

ん
で
い
な
い
個
人

」
の
次
に
「（事

業
譲

渡
等
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
者
を
含
む
。

）」
を
加
え
、
同
表
の
経
営
革
新
支
援
貸
付
の
経

営
革
新
資
金
の
項
の
貸
付
対
象
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
の
経
営
革
新
支
援
貸
付
の
新
事
業
展
開
資
金
の
項
の
貸
付
対
象
の
欄
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。
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５
事
業
譲
渡
等
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
中
小
企
業
者

　

別
表
の
経
営
革
新
支
援
貸
付
の
経
営
基
盤
強
化
資
金
の
地
場
産
業
等
対
策
の
項
の
貸
付
対

象
の
欄
の
第
３
号
を
削
り
、
同
表
の
経
営
安
定
化
貸
付
の
円
滑
化
借
換
資
金
の
項
の
貸
付
対

象
の
欄
中
「第

２
条
第
３
項

」
を
「第

２
条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

佐
賀
脊
振
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一

本
黒
木
六
八
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一

本
黒
木
六
九
番
一
地
先
ま
で

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一

本
黒
木
六
八
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一

本
黒
木
六
九
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
五
・
四

  
〜

一
五
・
二

一
五
・
四

  
〜九

・
三

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
四
九
・
〇

一
四
九
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
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佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

佐
賀
外
環
状

線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
川
副
町
大
字
南
里
字
一
本
杉

三
角
一
二
〇
六
番
七
地
先
か
ら

佐
賀
市
川
副
町
大
字
南
里
字
二
本
谷

十
二
角
一
三
九
一
番
一
地
先
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
市
川
副
町
大
字
福
富
字
一
本
谷

三
三
九
番
二
地
先
か
ら

佐
賀
市
川
副
町
大
字
福
富
字
東
古
賀

四
画
三
二
八
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
三
・
二

  
〜九・

一

�
�
�

�
�
�

一
六
・
五

  
〜七・

八

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

七
四
六
・
八

�
�
�

�
�
�

一
八
九
・
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

武
雄
伊
万
里

線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
内
子
一

〇
三
〇
八
番
一
地
先
か
ら

武
雄
市
武
内
町
大
字
真
手
野
字
前
亀

一
九
七
七
一
番
一
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
内
子
一

〇
三
〇
八
番
一
地
先
か
ら

武
雄
市
武
内
町
大
字
真
手
野
字
前
亀

一
九
七
七
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

六
四
・
九

  
〜八・

七

三
九
・
〇

  
〜四・

三

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
、
五
〇
六
・
二

二
、
七
一
六
・
二

路 

線 

名

県
道

武
雄
伊
万
里

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
内
子
一
〇
三
〇
八
番
一
地
先

か
ら

武
雄
市
武
内
町
大
字
真
手
野
字
前
亀
一
九
七
七
一
番
一
地

先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
五
・
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。  

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
�
�

路 

線 

名

県
道

山
谷
大
木
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
山
谷
切
口
字
黒
木
原
乙
一
三
九
八
番
一

地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
山
谷
切
口
字
黒
木
原
乙
一
三
七
〇
番
二

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
五
・
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
日
ま

で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
�



第
二
十
三

条
第
一
項

財
産
（
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
別
に
定
め

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
条

ま
で
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）

行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
・
公
有
財
産
借
受

申
込
書

教　

育　

財　

産

教
育
財
産
使
用
許

可
申
請
書
・
借
受

申
込
書

第
二
十
三

条
第
二
項

第
二
十
四

条第
二
十
五

条第
二
十
七

条第
二
十
九

条

行
政
財
産
使
用
許
可
・
公
有
財
産
貸
付
調
書

財　
　
　
　

産

財　
　
　
　

産

財　
　
　
　

産

財　
　
　
　

産

教
育
財
産
使
用
許

可
・
貸
付
調
書

教　

育　

財　

産

教　

育　

財　

産

教　

育　

財　

産

教　

育　

財　

産
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�
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佐
賀
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
教
育
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
一
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第

二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
」
を
加
え
、
同
条
の
表
の
第
十
九
条
第
一
項
の
項
及
び
第
十
九
条

第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
	

第
十
九
条

第
一
項

第
十
九
条

第
二
項

行　

政　

財　

産

行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
・
公
有
財
産
借
受

申
込
書
（
別
記
様
式
第
八
号
）

行
政
財
産
使
用
許
可
・
公
有
財
産
貸
付
調
書
（
別

記
様
式
第
九
号
）

教　

育　

財　

産

教
育
財
産
使
用
許

可
申
請
書
・
借
受

申
込
書
（
別
記
様

式
第
八
号
）

教
育
財
産
使
用
許

可
・
貸
付
調
書

（
別
記
様
式
第
九

号
）

　

第
三
条
の
表
の
第
二
十
一
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

第
三
十
三
条

第
一
号

行
政
財
産
の
使
用
許
可
又
は
財
産
の
貸
付
契
約

教
育
財
産
の
使
用

許
可
又
は
貸
付
契

約

　

様
式
第
八
号
中
「教

育
財
産
使
用
許
可
申
請
書

」
を
「教

育
財
産
使
用
許
可
申
請
書
・
借

受
申
込
書

」
に
、「様

」
を
「佐

賀
県
教
育
委
員
会
教
育
長

様

」
に
、

「注
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
,
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る。

」
を

「注
�

教
育
財
産
使
用
許
可
申
請
書
・
借
受
申
込
書
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
○

で
囲
む
こ
と
。

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
,
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る。

」

る
。

「（注

）　

教
育
財
産
使
用
許
可
調
書
に
は
,
教
育
財
産
使
用
許
可
申
請
書

（居
住
の
た

め
教
育
財
産
を
使
用
す
る
に
あ
つ
て
は
,
教
育
財
産
内
居
住
許
可
申
請
書

）及

び
教
育
財
産
使
用
許
可
指
令
書
を
添
付
す
る
こ
と。

」

「
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
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�
�
�
�
�
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�

に
改
めを

　

様
式
第
九
号
中「教

育
財
産
使
用
許
可
調
書

」を「教
育
財
産
使
用
許
可
・
貸
付
調
書

」に
、



�������������� � � � � ���������������

課　等　の　長教　　育　　長区　　　　　分項目

教育財産の目的外使用許可に関するこ
と

教育財産の目的外使用許
可

許
可
、
貸
付
等

教育財産の目的外使用に係る使用料の
減免に関すること（軽易なものに限
る。）

教育財産の目的外使用に係る使用料の
減免に関すること（軽易なものを除く。）

教育財産の目的外使用に
係る使用料の減免

教育財産の貸付けに関すること教育財産の貸付け

教育財産の貸付料の減免に関すること
（軽易なものに限る。）

教育財産の貸付料の減免に関すること
（軽易なものを除く。）

教育財産の貸付料の減免

教育財産の所管換に関すること教育財産の所管換
所　

管　

換　

等

教育財産の用途変更及び廃止に関する
こと

教育財産の用途変更及び
廃止

教育財産を知事部局に供用させること
に関すること

教育財産を知事部局に供
用させるとき

別表第１（第２条の２関係）

公 有 財 産 事 務 執 行 区 分 表

注　教育財産の目的外使用に係る使用料の減免及び教育財産の貸付料の減免の軽易なものは、次に掲げるものと
する。

　�　使用料又は貸付料を従前から減免しているもの
　�　公共団体が、公用又は公共用に供するため使用するもの
　�　公営ポスター掲示場の設置
　�　国及び市町が設置した測量基準点
　�　その他教育長が出納長と協議のうえ指定したもの
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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佐
賀
県
立
学
校
の
課
程
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
立
学
校
の
課
程
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
佐
賀
県
立
鹿
島
実
業
高
等
学
校
の
項
中
「、

生
活
経
営
科

」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
の
佐
賀
県
立
唐
津
西
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　
 
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
 
（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
佐
賀
県
立
学
校
の
課
程
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り

置
か
れ
て
い
た
学
科
又
は
コ
ー
ス
で
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
立
学
校
の
課

程
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。）
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に

定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
当
該
学
科
又
は
コ
ー
ス
に
在
籍
す
る
者
が
当

該
学
科
又
は
コ
ー
ス
に
在
籍
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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佐
賀
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則
及
び
佐
賀
県
文
化
財
保
護
指
導
委
員
設
置
規

　
　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
 
（
佐
賀
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

�
�
�　

佐
賀
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
中
「
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
」
を
「
教
育
庁
教
育
政
策
課
」
に
改
め
る
。
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定
員

実
施
期
間

講
習
の
種
別

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

２０
人

平
成
２０
年
６
月
３
日
(火
)か
ら

平
成
２０
年
６
月
１０
日
(火
)ま
で

新
規
取
得
講
習

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
警
備
業
務

１０
人

平
成
２０
年
６
月
６
日
(金
)か
ら

平
成
２０
年
６
月
１０
日
(火
)ま
で

追
加
取
得
講
習
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